
諸外国の食品規制措置
３月２５日
国 際 部

・ 台湾の青森県産りんごについては、検査強化により、通関
に数日を要している。

・ ＥＵは、12都県産の食品に基準適合の証明を要求。その他
の県産の食品については、産地証明を要求。

１ 台湾

・ 日本産品の全てに対し、①生鮮食品については、全ロット
検査、②加工食品については、サンプル検査を実施。

・ 通関は、従来は即日だったものが、３～５日かかる。
・ ３月25日から、福島、群馬、茨城、栃木、千葉県産の食品

は、輸入禁止。

２ ＥＵ

・３月28日～６月30日の措置を決定（３月25日）。
・次の区分ごとに証明を要求

対 象 証明すべき内容
１ ３月11日より前に収穫、加工した食 収穫・加工の時期

品

12都県（福島、群馬、茨城、栃木、 EUの放射性物質基準に適
２ 宮城、山形、新潟、長野、山梨、埼 合することの証明

玉、東京、千葉）で産出した食品

３ 12都県以外で産出した食品 産出した道府県

放射性物質の基準値
E U (参考)日本

乳製品 500 乳製品 300
ヨウ素

その他 2,000 その他 2,000

セシウム 乳製品 1,000 乳製品 200

その他 1,250 その他 500

（参考）ＥＵへの輸出額 (単位：百万円)
2010 主な品目名等

農林水産物 24,734
うち

茶 868 緑茶 （821）
調味料 3,604 ソース（1,605）

アルコール飲料 1,600 清酒 （715）
水産物 4,672 ホタテ貝 (771）


